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第１７回 桑名市就学前施設再編検討委員会会議録  

 

１ 日 時  平成２４年 ７月１７日（火） 午後３時３０分から 

 

２ 場 所  桑名市役所 ５階 中会議室 

 

３ 出席委員 学識経験者２名、自治会関係者２名、民生委員児童委員 1名   

私立幼稚園２名、私立保育園３名       

公立幼稚園２名、公立保育所１名、公立小学校 1名  

保健福祉部長、教育部長 

 

４ 欠席者  なし 

 

５ 出席職員 教育総務課長、社会福祉事務所長 

子ども家庭課長、同主幹 

       学校・園再編推進室長、同主幹、同主査、同指導主事 

 

６ 議 事   

（１）就学前施設の再編について 

 

７ 傍聴人１１名 

 

（教育総務課長） 

皆様、こんにちは。本日は、お忙しい中お集まりいただき誠にありがとうご

ざいます。 

ただいまから、「第１７回 桑名市就学前施設再編検討委員会」を開催させて

いただきます。 

次に資料のご確認をさせていただきたいと思います。事前にお配りいたしま

したものとして、 

  「桑名市の合計特殊出生率の推移」Ａ４ 1枚でございます。 

もう一枚、本日机のほうに置かせていただきましたＡ３のものでございますが、

委員さんからお求めがございましたもので、「類似団体の状況」というタイトル

で作成させていただきましたのでよろしくお願い致します。お手元にございま

すでしょうか。 

それでは、委員長さんよろしくお願いいたします。 
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（委員長） 

それでは、第１７回の就学前施設再編検討委員会を始めたいと思います。 

  まず、前回第１６回の検討委員会の会議録、事前にお届けをいたしておりま

すが、これについてはよろしいでしょうか。それでは、後ほど私の方で署名を

させていただきたいと思います。 

  それでは前回の第１６回の振り返りを簡単にまず、させていただきたいと思

います。前回は、「公立幼稚園の適正配置について」と「幼保の一元化につい

て」、大きくは、この２点について議論をしていただいたということでありま

す。 

まず、「適正配置」につきましては、１１園と５園のメリット・デメリットを

それぞれにお出しいただきながら、これをまず、答申として１つにしていくの

か、両論併記にしていくのかという議論をしていただきました。 

その中で、時間軸で整理して、５年後に１１園にして、その後５園をめざす

という形の整理が出来るのではないかというご意見を何人かの委員からいただ

きましたけれども、これについては、５年後に５園であるというご意見である

ので、５園を見据えての１１園という位置づけはおかしい。１１園において、

充実した保育が実践されるべきというご意見もございました。さまざまな議論

があった中で最終的には、１１園案と５園案の両論併記とする。 

そして、その他の意見として、時間軸、つまり５年後に１１園にし、その後

５園を目指すというようなご意見もございました。 

それから、一定の基準を設けて順次廃園、つまり２４園案という２つの意見

があったということを答申の中では付け加えさせていただくということで合意

が得られたというふうに思っております。 

もうひとつの議論の焦点でございました、「幼保一元化」についてでございま

すけれども、これについては、６月７日の時点と今日の時点で様変わりをして

しまいまして、ご存じのとおり、国の「総合こども園」の話が撤回されており

ます。現行の「認定こども園」の拡充ということになりましたけれども、それ

にもかかわらず基本的に、桑名としてどうしていくかという点で、ご議論をい

ただいたわけであります。 

幼保一元化につきましては、園児数の尐ない保育所と幼稚園を統合すること

によって、集団性が確保されて、保育所にとってもメリットがあるんだという

意見や、保育所の園舎が老朽化してきていて、建て替えの際には考えるべきだ

というご意見、そして、幼稚園と保育所が隣接している地域では、統合して効

率的な運営を図ろうというような理由から、効果のあるところで、幼保一元化

を進めてはどうかというご意見があったかというふうに思います。ただその一

方で、委員の方からは、私立への影響の大きいことが予想されるので反対だと
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いうご意見もございました。この幼保一元化について、どこまでを合意事項と

してまとめていくのかということについては、具体的に答申文案の書き方の部

分で、ご意見をいただければなと思っているところであります。  

以上の議論を受けまして、今日でありますけれども、今日まずやらなければ

いけないことといいますと、その他事項３点について、最終的な意見出しをこ

れからの２時間でさせていただければと思っています。 

ですのでこの３点について、きっちりと時間をとりたいというふうに思って

おりますので、あらかじめおおよその時間設定をさせていただければと思いま

す。 

今から、４０分くらいの時間で、「預かり保育について」そして、その後４０

分くらいで「保護者負担の是正について」それから、４０分４０分とるとちょ

っと延長をしてしまいますが、最後に１５分から２０分くらいで「園舎の活用

について」という形で一忚５時半以降の予定がおありの方も結構いらっしゃい

ますので５時半には終了という形で進めていきたいと思っております。 

本日机上に配付をしていただきました、この「類似団体の状況」この資料につ

きましては、「保護者負担の是正」の部分にかかわる内容だと思いますので、「保

護者負担是正」の議論のところで触れていきたいというふうに思っております。 

それから資料のほうですが、事前にお配りした資料の方でいいますと、出生率

については、まさに見ていただいたとおりでありますので、議論の中で使って

いただければというふうに思います。 

  それから、今言いましたけれども、「類似団体の状況」については、「保護者

負担是正」の際に、改めて説明を事務局の方からしてもらいたいというふうに

思います。こんな進め方で始めさせていただいてよろしいでしょうか。よろし

いでしょうか。 

 

（委員） 

  私らの保育園の私立保育園の桑名支部がですね。意見の要望書を委員会に出

してくれと言われましたので、私が読み上げますので受理をお願い出来ないか

なと意見を申し上げるんでございますが。 

 

（委員長） 

  要望書ということでございますか。その文案を。 

 

             各委員に要望書を配る 

 

（委員） 
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  私立保育園連盟桑名市支部長 

 意見要望書 平素は、私立保育園保育に対しご協力並びにご配慮いただきまし

て誠に感謝しております。 

  さて、今般の私立保育園の運営も尐子化や国の方針などで目まぐるしく変化

しております中、桑名市における就学前施設再編検討委員会で公立幼稚園の預

かり保育並びに幼保一元化についての議事があります。 

  わたしどもは、公立幼稚園の預かり保育や現時点の幼保一元化が計画実施さ

れますと、私立保育園の運営危機となりかねない大きな問題として感じており

ます。現在の保育状況の中で待機児童のいない状況また今までの私立保育園の

取り組みなどを考慮していただければ公立幼稚園の預かり保育、幼保一元化の

計画実施がいかがなものかご判断いただけるかと思います。 

  改めて公立幼稚園の預かり保育、幼保一元化計画実施について反対であるこ

とを意見要望書をもって私立保育園連盟桑名市支部所属各園長の署名捺印をも

って申し上げます。何とぞご理解ご配慮お願い申し上げます。 

  養泉寺保育園園長       長寿保育園園長   

  あけぼの保育園園長      安永保育園園長   

  光陽桑部保育園園長      幼成保育園園長   

  和泉保育園園長        光陽久米保育園園長   

  光陽希望が丘保育園園長    大山田東保育園園長  

  大山田北保育園園長      七和保育園園長   

  光陽桑部第二保育園園長    ゆい保育園園長   

  多度保育園園長        西川保育園園長  

  西川第二保育園園長  

 

  以上１７名の園長の捺印をもって意見要望書にかえさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

 

（委員長） 

  はい。こういう意見要望書をこの検討委員会にいただいたということも踏ま

えながら議論をさせていただきたいというふうに思います。ありがとうござい

ます。十分こういうご意見があるんだということについて、われわれも情報を

一緒に持って検討させていただきたいというふうに思っております。 

  それでは、こういう意見もありますよということを踏まえながら「預かり保

育について」今までの議論の中で出された意見ということから言いますと、定

員を設定するよということを前提にして、その保育の充実をはかる預かり保育

を考えていきたいなということと、それから具体的には、２時の教育過程終了
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後２時間程度の預かり。内容は、家庭的な雰囲気を十分に取り入れた保育の場

で有料というそういう具体的な提案があったかと思います。 

それに対し、委員の皆さんからは、公立幼稚園の園児数がそもそも減ってき

たのは、保育時間が短いということがあるから、実際に保護者からは、もっと

長く預かってほしいという意見がありますよと。 

保護者からも要望書も出ていて、再編を機に、「預かり保育」を実施して、保

護者のニーズに忚えていくべきというご意見がありました。そしてその一方で

は、今日意見要望書をあらためて、私立の保育園さんの方からいただきました

けれどもそれにこの今の読み上げていただいた要望書にも代表されますけれど

も、預かり保育の実施によって私立の運営が圧迫されることがあっては困るん

だと。保育園にも打撃が出てくるし、そもそも、預かり保育の必要な方は、保

育園に申し込めばいいのだから、２重に行政が行う必然性は何処にあるんだろ

うか。そんな意見が今までのところ、この委員会の中で預かり保育については

出てきております。 

そこで、ご意見をいただきたいのですけれども、例えばなんですけれども、

預かり保育が必要だと思われる方で、じゃあ保育園に申し込めばいいんではな

いかと。２重に行政が行う必然性は何処にあるんだというようなところで、ご

意見をいただければというふうに思うんですけれどもどうでしょうか。その点

については。 

 

（委員） 

はい。失礼します。２重行政ということにつきまして、幼稚園の「預かり保

育」は、就労支援ではないので、保育所とか保育園と一線を画すものだと思っ

ています。幼稚園の子どもたちは、幼稚園を２時に終え、家に帰っておうちの

人と一緒におやつを作ったり、食べたり、時には昼寝をしたり、また近くの同

年齢や異年齢の友達の中で遊ぶというのが、理想的な一日の流れだと思ってい

ます。幼稚園生活と家庭での生活と両方あって、健やかに成長していくのだと

思います。子どもたちの生きる力を育むには幼稚園や保育所だけでは十分では

ありませんし、家庭と地域と園とが連携しながら子どもの心の成長を育まなけ

ればならないと思っています。 

しかし、子どもから空間、時間、仲間、友達ですね。消えたと言われるよう

になってその環境は次第に失われてきているものだとも言われています。 

実際私が、保育をしていまして思いますことをいろいろ自分に振り返りなが

ら書いてきましたので、ちょっと聞いて下さい。 

現実問題、尐子化や地域のつながりが希薄になっている現在、一旦お家に帰

ってしまうと近所に遊ぶ友だちがいないので、核家族で、お母さんと子どもだ
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けになってしまうということがありがちです。ですので、４歳さんもさよなら

してから友達同士が寄って１時間ぐらい幼稚園で遊んでいかれるという現実が

あります。 

「父親の帰りが遅かったりして、１人、２人、３人の下の子がいて、２時の

お迎えが忙しくて、本当にぎりぎりいっぱいいっぱいで走って見えたり、忙し

そうに動いてみえるお母さんの姿もあります。お母さんはだんだんとストレス

もたまっていらだってくることも、多いように聞きます。親自身が小さい時に

あまりそういう子どもと触れ合う機会のないままに親になって、どう子どもを

育てたらよいのかわからず、子育ての不安に陥るケースとか、周りに相談相手

がなくて、孤独な育児をしているケースとか、父親の育児の参加が尐なく、母

親に負担のかかっているケースなど、子どもをとりまく現状が危機的な状態に

あると思っています。保育所、幼稚園においても、在園している子どもたちを

定められた時間中にしっかり伸ばしていくことは勿論なのですが、在園児の家

庭の教育力を伸ばし、親としての成長を支えることが、求められてもいるよう

に思います。保育園、幼稚園双方において子育て支援は通常の保育以外でも重

点的に取り組むべき課題とされています。現在、取り組まれている子育て支援

には、保育サービスの拡充にかかるものとして、例えば保育所さんでは、延長

保育とか土曜の保育とか病時、病後保育など一時保育などいろいろなパターン

でやってみえると思うんですが、幼稚園で保護者の方に支援出来るのが預かり

保育だと思っています。 

預かり保育をすることが子どもには地域での遊び場にかわる場を、空間です

ね。そして時間、友達、仲間を保障することになってくると思います。お母さ

んも子どものことを気にすることなくほっとする時間に充てたり、用事を済ま

せることもできます。子育ての大切さを伝えたり、子育てって楽しいと思える

支援をしていくことに繋がると思います。ですので預かり保育は、幼稚園とし

ては必要であると感じています。保育所は保護者の就労を支援することが目的

で保育時間が設定されておりますが、幼稚園は子どもの育ちと保護者の子育て、

家庭教育を支援するという枠組みの中で教育時間終了後の時間となっています。

具体的には時間の制限とか、日数の制限が必要であると思いますが、今、保育

園の方からいろいろ要望書も出されましたけれども、現場で働いている公立幼

稚園の者としましては、是非預かり保育は必要だと感じやっていきたいと思っ

ています。 

 

（委員長）  

  保育園とは違う、けれども相手にしている状況は、今おっしゃったように空

間、時間、仲間が失われているというのは同じなので、それを幼稚園としても
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そういう状況に対忚して、預かりの保育というのがどうしても必要になってく

るんだということ。その意味でいうと、２重行政というのは、ある意味当たら

ないということになる。その点についてはいかがでしょうか。特に今日このよ

うなご要望もいただきましたけれどもかなり日数や時間は限られる。そして、

教育過程延長という形でやるということでも、やっぱり保育所としては、これ

もうまさに、一番存亡にかかるところだというふうにお考えなるんでしょうか。 

 

（委員） 

  現状としては、言われることよくわかりますけれども、言われる内容は保育

園でも同じようにやっていると単純に感じさせていただきます。ただ、そのよ

うにやられることによって確かに経営危機になるのは現実、丸見えの状況じゃ

ないかなというふうに僕は感じています。 

  それと、話が飛ぶようなんですが、預かり保育の部分ばっかりじゃないんで

すが、答申案に関する訂正案用紙というのを事前に配られたんですけれども、

これは一体どのように扱われるのですか。この会議の中で。 

 

（委員長） 

  具体的に今までの議論の、また後ほどどうなんだろう。とりあえず僕の方か

ら説明しようかな。事務局の方からも訂正。 

 

                説 明   

 

（再編推進室主幹） 

  答申文案を７月の初めに送って見ておいていただこうということで、早めに

前回もお願いをしたと思うんですが、尐し早めに送らせていただきました。 

  本日の検討は、今までの諮問事項の残っている部分、３点について諮問事項

についての検討を今日までで終わるということで、次１９日に答申文案の検討

をさせていただくというそういう計画できたかと思います。日にちがつんでい

るものですから、皆さんにいろいろ考えてきていただくにあたってその答申文

案を見ていただいて、どのような考えを他の委員さん方がお持ちか。それに対

して、ではこういうふうに考えようかといろいろ考えてきていただかなければ

ならないことがあるかと思いましたので、７月の文案をお配りした時に修正案

用紙という形でつけさせていただきました。それを１２日までにお願いします

ということで出していただいた訳なんですが、最後に委員長さんにお願いして

いただこうかなと思っていたのですが、その修正案用紙を今、委員さん分コピ

ーをしてこちらに持っているのですが、もしみなさんのご了解が得られればそ
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れを 1日でも早く見ていただいて、考えて来ていただいて１９日に臨んでいた

だくという、会議の効率性というかそういう部分も含めてお渡しできたらなと

いうふうに思って今、用意をしているところでございます。 

 

（委員） 

  以前の会議では、必ず修正案用紙とか出てきて１２日まで提出しなさいとい

うことだったので、てっきりこの会議の中で、こういう話があるんじゃないの

かなと思ってやってきたところ。 

 

（委員長） 

  まだ、全体の項目について議論していませんので。 

 

（委員） 

  ですけれども、この中身というのは多分われわれ思っている内容と、答申案

というのはかなり隔たりがあるように僕は感じておるんですよ。このまま文面

が次の会議の中ですんなりいくのかなというふうには僕は感じておるので、も

うひとつ討議をしてもらわな駄目なんじゃないかなというふうに思うし、書き

方として、話が飛んでいくようで悪いのですが、すごく公立寄りというか、行

政主導型の書き方がすごくしてあるよなと。その中をもう一度議論していただ

けるのならばいいんですけれど、今度の時ねと流されると、実際この書いた紙

は何だったのか。１２日までに出しなさいと。じゃあもっと後でも良かったん

じゃないのかなと思いますし、この中身というのは、疑問に思うので出さなあ

かんのだよねというふうに思って、考えて動いておったところ、今回の「預か

り保育」であるとか、「保護者負担の是正」確かにこれは出ておったのでわか

るんですけれども、その前にこれをやっていただいてほしいよねというのは、

確かに僕は思っていたので、他の方はどう思ってみえるか知りませんけれども。 

 

（委員長） 

  事務局と今後の会議、答申文案のまとめ方について議論させていただいた時

に、われわれはあくまでもこれは諮問事項に対しての答申を作らなければいけ

ないんですね。その時に最初にその他の項目として、整理をしていった項目に

ついては、議論が進んでいませんから、それについては、全部今日で出来れば 

 全部議論をしたい。それと同時に明後日には答申文案の検討に入るわけですか 

ら、今まで例えば１１園案、５園案と、その扱いというところについては、前

回で議論が終わっているわけですから、それについてをそれを答申文案として

まとめたらこういう形になりそうだ。 
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その時にみなさん方の意見を例えば今日最後に了解を得ようかなと思った

んですけれども修正文案について、ここで了解が得られれば、みなさんからお

出しいただいた修正文案を最後に配らせていただいて、明後日の具体的な答申

文案を検討の時に、反映させていただければなというふうに思っていたんです

ね。 

ですから今日は、あくまでも、まだ諮問事項の全体の検討が一通り済んでい

ないところをまずは、始めているというのが現状なんですけれども。 

  

（委員） 

  時間が無いのはわかっておるのですが、何かすっごくあせってやってみえて、

われわれとすれば、やはりその辺を考えていただきたい事項というのは多々あ

ると思うんですよ。例えば今言うような経営危機になるよと、どうしてなるの

かさんざん今までも言ってきたとは思いますし、財政的な問題もいろいろ述べ

させてもらったし、例えば民営化の問題でもひとつそうだと思いますけれども

その事に関しては、今回の答申一言も触れてないんですよね。であれば、この

答申というのは、本来の姿というか、われわれが述べたことは殆どない状況で、

それ以外のおいしいところ、例えばバスが走るというような意見が出ましたと

ごまかしては書いてはあるんだと思いますけれども、なぜバスの話が、そのよ

うな言葉で出るのか、物凄く不思議で仕方がないです。原則走らせないという

のが、この会議のスタートだったと思います。いつのまにか走らせてもいいよ

といったような文面に変わっている。 

  細かい所をもう一回見てほしいなというつもりで１２日までに出さなあか

んのかなと色々考えて出して。 

 

（委員長） 

  そこで、明後日にはそういう議論を。 

 

（委員） 

  時間がない中で、なぜこんなに肝心要の大事な内容を走っていくのか。凄く

疑問に思っています。だからこの会の在り方というかもうちょっと考えていた

だきたいなと。もっとみんなで討論した中でこうですよというのであればいい

です。それで併記されるのであれば仕方がないというのも思いますけれども、

なぜかしらこれ見とると文面案を見るだけで腹が立ってくるだけで、この案は

いったいどこから誰がどういうふうになって出来あがったのか疑問にちょっ

と。 
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（委員長） 

  今までの議論を中心に、組み立ててはいると思っていますけれど。 

 

（委員） 

  でも細かい細部にいくと、違う内容ではないのかなと僕は思っています。僕

はですよ。いち委員としては、凄く疑問には思っています。 

 

（委員長） 

  という答申文案の在り方そのものについての、ご意見もいただいているわけ

でもありますが、どうなんでしょう。そのご意見。それから修正文案について

のご意見もという話もいただいていますけれども。どうなんでしょうか。これ

は改めてのご提案でありますけれども、今日私たちは何度も言いますけれども

諮問の事項について、意見をまとめていかなければいけないという立場にいま

す。その中で最終的に答申をまとめるためには、諮問された事項で整理をして

いきました。じゃあどのような園数にするのかとか、そういうような事項につ

いてはある程度議論を進めてきましたが、ただ、今日これから今議論をさせて

いただこうとしている「預かり保育」と「保護者負担の是正」については、実

はまだあまり議論がなされていないので、今日できれば「保護者負担の是正」

については一度議論をきっちりして、諮問事項全部について、みなさんのご意

見をいただいた後、明後日から修正文案の議論も含めて答申案分の具体的な議

論をしたい。 

明後日の答申案分の議論については、修正案分を見ながらみなさんで一字

一句検討していくという形をとりたいと思っているんですけれども、そこで

いただくべき意見でもあるのかな、今の委員さんのお話は。と思うんですけ

れども、ですからそういうご意見はいただいていますが、ここでは残された

２点について、議論をしたいなと思うんですけれども、それではやっぱりい

かんですか。 

 

（委員） 

  結構ですけれども、ただ、今も何べんも言うようにこの案が出てきて１２日

にこれを出しなさいよというようなことがあれば、やはりこれはいきてくるの

かなと。そういうふうに思ったんですが。 

 

（委員長） 

  いかしていきたいと思っています。 
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（委員） 

  というふうに思ったんですが、この中でも預かり保育の中の話にしてもです

よ、例えばですよ答申案の中にあって、僕、修正案の中に入れさせていただい

たんですけれども、学区を別にしてもいいよと。学区を飛び越えてもいいよと

いう文面が答申の中にありますよね。ブロックを越えて何処のエリアに行って

もいいんだよというようなことが答申案の中に入ってました。 

  ということは、今のいう地域のつながり云々かんぬんの部分のお話とか預か

り保育についても本意の部分ではないところが多々あるんじゃないのかなと。 

 だからきちんとその辺を押さえた中での預かり保育という話であれば、またひ

とつかなと思うんですけれども、何処のエリアに行ってもいい、もう一つは１

１ブロックに置いたのは当初は、中学校ブロックと言ったんですよね。地域性

を重んじて。であれば、その中に今度は何処のエリアに行ってもいいんだよと。 

 好き勝手なこと言わせてもらうと、例えばバスも走るの可能だよという意見が

ありました。であれば公立の幼稚園イコール私立の幼稚園、保育園一緒です。

やることが。預かり保育もやれば。じゃあその中で、われわれの私立の経営を

圧迫しないかって、いったい何処に根拠があって言われるのか。だから先にき

ちんとこの中身を話して頂いた中でっていうのも、僕はあるんじゃないかと僕

は思うんですけれど。 

 

（委員長） 

  中身を話すというのはどういうこと。 

 

（委員） 

  例えば、今言ったように、もともとは中学校ブロックで子どもたちをそのエ

リアの中で守ろうよねという話だったんですよね。じゃあ何処のエリア行って

もいいんだよと。例えば便利が良ければ旧桑名市内から大山田の幼稚園行くこ

とも可能なんですよね。大山田から桑名市内へも行けるということをうたって

ありますよね。はっきりと。 

幼保一元化にしてもそうです。多度の幼稚園、まだ足らんでもう一つの言葉 

で同じ敷地内にあるとか、ものすごく好きなことを並べて答申って作ってあり

ます。案ですけど。こんなんをわれわれは話の中でいいですよと言ったわけで

もないし、なぜこのような文面がポンポン出て、これが答申の案ですよ、次回

の時に修正しましょうね。議論されてないと先ほど委員長さんも言われたよう

に、議論されてませんよと言うのに、議論されていないことが一杯出ています

よこの中に。なのになぜ預かり保育、保護者是正、園の活用について、もうひ

とつケチ付けるようで悪いんですが、園の活用について、われわれがなにして
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下さいとわれわれが述べるものでもないような気はせんでもないと。ひとつ思

ってますけれども。活用法とはいろいろあると思います。 

 

（委員長） 

 そうですね。 

 

（委員） 

 われわれの検討委員会の中で、これをどのように使うか、というのを提案す 

るところではないような気もします。正直言うと。意見として聞いてもらうの 

もひとつとは思いますが。何でこんな活用が時間を費やされるのか。われわれ 

にとっては１１か５かという中身で、いかにどうやってしていくのか。子ども 

たちのことを考えてどうしていくのか。というのを考えながら、われわれ私立 

の方にどういう影響があるかなということを、われわれは考えながら、話をず 

っとしてきたつもりです。 

 

（委員長） 

 そうです。 

 

（委員） 

 だけど今回の答申案の中身って、線引っ張ったら、線引っ張りぱなしのとこ 

ろばっかりなんですよ。であるのに預かり保育というふうにひとつ思って。だ

から預かり保育にかかわる事項もこの中にあるんではないかなという中で、そ

れをきちんと解決した中で預かり保育という話にくるんなら、議題としてね、

よろしいんではないかと僕は思うので。僕の意見かもしれません。 

 

（委員長） 

  私自身はこう思っています。何度も言いますけれども、この委員会が成立し

ているのは基本的に諮問事項に対してここで議論をまとめてくださいという

かたちで私は委員長をさせてもらっているわけですね。その中で言うと、諮問

事項にはちゃんと一定の回答が必要になってきます。そしてそれを事項別に今

まで議論してきました。ただ確かにご指摘のように、全部の事項を一旦ざあっ

と並べてみると、そうすると先ほどの話で言うと、じゃあ預かり保育を原則保

護者送迎と書いてあるけれども、いろんなところへ行けるということになると

そうすると私学としては経営危機になるという議論というのはそれはありう

るだろうと。じゃあ具体的に通園方法の部分について、どういうかたちで１１

園案あるいは５園案、まあそこが２つに割れてるというのが非常にきついので
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すけれども、その１１園案あるいは５園案についてその通園方法を原則保護者

通園という、保護者送迎ということをどこまで具体的に言うかというのも、例

えばここで書き足すというような修正の仕方が今後出てくるだろうなという

ふうに思っているんですけどね。ですから当然明後日の議論でもこの答申文案

についてじゃあこれでいきましょうというふうに、しゃんしゃんとなるという

ことは全く想定していません。だからこそ修正文案を今事前に皆さんで情報共

有して、じゃあここはこうなおせばいいのかなって、次回もう１回考えていた

だくと尐しは議論の時間が早くなるのかなと思ってそういうふうにさせてい

ただいたわけで。当然ながら委員さんがおっしゃるように全部通して見たとき

に預かり保育に影響している他の表現もあるよねということも多分あるんだ

ろうと思うんですよね。だったらそれをどういうふうに今日の議論を受けて預

かり保育の書き方について枠をはめていくのか私学の立場から言えば、という

のは文案上で改めて検討していただければなと思っているんですけれども。そ

れは急ぎすぎということになりますか。 

 

（委員） 

  急ぎすぎじゃなくて、書いてある前の内容を訂正しない限り、預かり保育と

いうことに関して議論できないんじゃないかなと僕は思っているだけです。と

いうのが今も言うように、例えばですよ、ごめんなさい話が飛んでっちゃって

申し訳ないんですけど、案についての３ページで、城東幼稚園、多度幼稚園、

長島中部第二幼稚園については、幼保一元化施設の可能性を含めて検討という

意見が出されているとかこれに対しても預かり保育に対する影響も出てくる

はずなんです。その後にこの言葉尻を取っていくと、例えば４ページの幼保一

元化の取り組みについて、公立幼稚園と公立保育所が同一敷地内に立地してい

る地域および近隣にある地域、これ全く一緒のこと書いてありますやん。言葉

が抜けてるだけで。なぜこの言葉が出るのか。こういうような内容でも一つ言

えるのではないかと思う中で、例えば３ページのかっこ３もそうですよね、学

区内を越境してもいいですよと書いてありますよね、園の形態・通園学区につ

いてのところ。当初の話この会議の中で１１園というのは地域だという話を。

これ全市で行ける全市から行けるということは、これ飛躍して言うと、バスの

話をプラスすれば、公立幼稚園が私立幼稚園と同じことをするだけのことです

よね。 

 

（委員長） 

  だからそうならないような歯止めをこの表現に書かなくてはしょうがない

よね。 
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（委員） 

  であれば預かり保育を語る前にここの文面を訂正するところはいっぱいあ

るんじゃないですかね、まず。これが先にたたき台としてあること自身、僕不

思議で仕方がないんですよ正直言うと。ほんで１２日までに出しなさいよと来

るわけですわ。前はうちは出さなかったわけです。それなら出してなければ出

してないでこれはおかしいよと言われるし、じゃあこの場で意見をいうかと言

えばまた違うし。だからやはりこの預かり保育に関しても、こういう状況下の

中では、僕から言えば、単純な言い方をすると公立幼稚園が私立の幼稚園と同

じことをしようとしているとしか見えない。それで経営を圧迫しませんよって

誰が保障してくれるんですか、多分。尐子化って言っているのに。この会議で

も言ってますよね。年々１割ずつ減っていくよと。これだけのことをみなさん

の前で言いながらも、こうやって答申案が出てくる。これでまた最後上手に書

いてある私立園の安定的な経営は不可欠ってありますが、どこに安定があるの

か教えてほしいですわ逆に。５ページの私立と公立の共存について、再編後の

園児数の動向や経営状況等を見据えながら云々かんぬんと書いてあるんです。

これ誰が見据えるんです。僕それも聞きたいんですわ、こういう文面を書かれ

た。誰が判断してくれるんですかね。私立の安定的な経営はと書かれて、誰が

判断してくれて、誰が責任を取ってくれるんですかと。我々はだから必死にな

って、市のことも考え、自分のところも考え、公立の子どもたちのことももち

ろん考えてやってるつもりです。だから、決して減ることに対してはだめだよ

っていう意見を持ってこの会議に臨んでいるわけではないです。減るのは仕方

ないです。減るのは私立にしても減るかもわからない。それも十分承知のうえ

でこの会議に臨んでいるつもりです。だけどもこう見るとどんどこどんどこ何

か違う方向へ向いて、いつの間にか案が出てきて、修正案を出してください、

出したと思ったらその話はなくて、こっちへいっちゃって、最終的には日がな

いですと。 

 

（委員長） 

  修正案を検討するのは次回にしたいと思ったのですけれども、ただそれをま

ず済ませないと先には進めないということになるんでしょうかね。そこなんで

すけど。 

 

（委員） 

  委員長すみません。一忚ですね、私立保育園の３人でですね、答申案に対す

る修正を出しなさいと、出したら公にするのが筋と違いますか。出すべきじゃ

ないですかこの委員会に。 
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（委員長） 

  だからそれを何度も言いますけれども、私たちは諮問に対して答申をまとめ

ようとしているんです。その諮問事項の柱について議論をしてから、修正の文

案を皆さんで改めて共有すると。 

 

（委員） 

  確実に議論していただけるんですね。 

 

（委員長） 

  じゃあ先に行きましょう。皆さんに先に書いていただいた修正文案を皆さん

で共有するということについては、よろしいでしょうか。よろしいですか。最

後にお話をしようかなと思っていたことですけれど、一忚じゃあそれをお願い

します。 

 

（委員） 

  すみません。順番がちょっとおかしいなということは思うんですけど、今日

議論の予定のその他の事項も諮問事項の一つですよね。だから諮問事項の議論

をした上で本来なら答申案が出るはずなんです。ただこのタイトな日程の中で、

諮問事項についての議論が全て終わった後にこれを出して再度検討と言うの

は、時間的にかなり難しいと。ですのでこのその他事項までの議論の中身につ

いて答申案を事務局から出していただいたと。事前にその修正案については受

け付けておるけれども、全ての諮問事項の議論が終わったのちに修正案につい

て話をするとそういう筋だと思うんですよ。そういう筋から言うと、今日の事

項については、間違いではないなと思うんです。委員の言われることを僕も思

って、修正案を出したから今日その話があるんかなと思って修正案を持ってき

たというか答申も持ってきたんですけれど、委員長の話を聞いて、確かに諮問

事項が終わっていないし、その他事項の預かり保育についても、保護者負担の

是正についてもこれまでの委員会の中で何度か上がってはいたけれども、それ

は後程まとめて議論しようと、きちっと議論しようという話で、今棚上げ状態

になっているわけですよね。だから、この預かり保育についても保護者負担是

正についても、やっぱりそれぞれの委員さんの思いがあるので、きちっと議論

をして、意見を出した上で、その他事項と今空いてますけれども、こういう意

見が出たとか、一致した方向性が見いだせたのであれば、その確認ができたと

いうことが載ってこその初めて最終答申だと思うんですよ。なので、今日どう

流していくのかは委員長のご判断と思うんですけれども、やはりこのその他事

項の項目の議論は諮問事項の一つでもありますので、ぜひ議論をお願いしたい
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なと思います。せっかくさっき委員が公立幼稚園の現場に勤めるものとして、

ずいぶんと中身が薄れてしまってちょっと僕は残念なんですけれども、よろし

くお願いしたいなと思います。 

 

（委員長） 

  いかがでしょうか。とりあえずその諮問事項についてこの委員会として対忚

するということから言えば、今こういうかたちで委員からご質問がありました

けれども、修正文案についてはこうやって皆で共有させていただいたので、諮

問事項についての議論をさせていただければと思います。また全体像について

は、委員のご意見も十分配慮しながら、次回以降きちっと修正文案を作ってい

くというふうにさせていただきたいと思いますが。 

 

（委員） 

  余分なおせっかいを言います。親切な事務局であれば、この正誤表みたいな

やつ、これは１２日締め切りですけれども、次次回の検討委員会で検討します

とちょっと書いてくれたと思うんです。もし親切な事務局であれば。 

 

（委員長） 

  事務局反忚ある。 

 

（再編推進室主幹） 

  書いたような気もしますし、でもきちっと分かっていただけなかったという

のはこちらの不備だと思いますので、申し訳ありませんでした。 

 

（委員） 

  その他の事項についてということでこの３点が上げられているんですけれ

ど、この３点というのは前からずっと書かれておる。 

 

（委員長） 

  当初の中で、保護者負担の是正については、またここで皆さんからいろいろ

ご意見いただきましたその他じゃないだろうという意見はありましたけれど

も、とりあえず諮問事項の中から言うとその他の中で具体的に取り上げて議論

しましょうねということで合意をいただいたと。 

 

（委員） 

  ３つというのは、この３つを皆が合意の中で。 
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（委員長） 

  はい。 

 

（委員） 

  園舎の活用というのも。 

 

（委員長） 

  園舎の活用というのもいずれ１１園にせよ５園にせよ出てくる話だから、こ

れはある意味必要になるかなと思っていますけれども。尐なくとも保護者負担

と預かり保育はその他事項の中に途中から確実に上がっていたと。 

 

（委員） 

  なんかもっと私立からいろんな意見が出されておったと思うんですけれど

その辺が消えてこの辺のところだけでその他というのも構成されているとい

うのもちょっとわからないんですけれどもね。例えば今後公立をどのようにし

ていくかという中で、公立のあり方、大きなあり方ね。民営化にしていこうと

かそのようなことなんかもね意見として出されておったと思うんですよね。そ

れはすごく大きいなことだと思うんよね。そういうのがこの中でなかなか見え

てこない部分があるわけなんですよね。そういうのはその他のところで今後民

間に尐しずつ委託していってやっていくようなことが、今ちょっと言葉では出

てこないけど、そういう流れがあるというのも一つその他の中できちっといく

というのも我々出しておったけどもね、かなり声を大にして言っておったにも

関わらず表れていないのでどうなっているんかなと思って。 

 

（委員長） 

  何度も繰り返しますが、この委員会に課せられたのはまずは諮問事項でした

から、諮問事項の中で、確かに保護者負担の是正というのは大きな項目だよね

ということでこれは上げさせていただいています。その中でいわゆる民営化議

論については、現状で言うと公立幼稚園の確か委員の一定の人数と基準を設け

て、逐次廃園にしていくというのはこれは広い意味での民営化路線だと思う。

ただそれを今ある公立幼稚園を全部民営化にしてしまえという話をここで決

められるかというとそういう話じゃないですよね。ここでそういう意見もあっ

たというのは、これは多分この答申文案にどう盛り込むのかというのは次の議

論になりますし、それはある意味政治マターということにならざるを得ないと

思います。今私たちがここで検討をまずしなければいけないのは、諮問事項に

対してこの委員会でどういう議論があって、どういうふうに諮問に対して答申
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しますよということでありますから。その中で民営化論、全面民営化論があっ

たというのもこの答申の案の中でどういうふうに表現するかというのはでき

ればまた次回議論したいと思っていますけれど。ただ私自身、これはまた皆さ

んにお諮りしなければならないんですけれど、答申文案についてはおそらく議

論をして妥協をして１枚のものにまとめていけばいくほど多分薄くなってい

くと思います。残念ながら。けれども、私は答申の付属資料として、委員会の

議事録とここで出された資料は全部付けて答申をしたいと思っています。傍聴

に来て頂いている皆さんも十分おわかりの通りこれだけの議論をしながら、し

かし答申文は次回たたきをもとにみんなで議論をしますけれども、恐らく私自

身思いますもん、これだけの議論をしてこれだけしかいかないとしたらちょっ

といかんかなと。けれども、そのバックとしての委員会の議事録と資料があり

ますから、それをワンセットにして見てくださいねっていう形での答申文案じ

ゃなければいかんだろうと思っていましてね、その中で確かに私立の皆さんか

ら何度も民営化という話が出てきて、そしてそれについてはここの諮問事項で

はないので必ずしもこの答申に十分に反映できないけれども、これは政治マタ

ーなんですよというようなこれは私委員長として意見ですけれども、これも議

事録として付けてそして出そうと思っているんです。ですので、答申文に盛り

込まれなくても、あるいは削られたとしても、それはおそらく次回の議事録の

中では、なぜ削ったのか、あるいはなぜ加えたのかということが議事録として

は残っていくことになるんだろうと思います。 

 

（委員） 

  なかなかねここにぱっと載れば、皆さんにアピールするという部分もあると

思うんですよ。議事録もなかなか全部を見てというのはなかなか難しいと思う

んです。やはり我々の思いというものが何か出るような。 

 

（委員長） 

  だとすると、これは次回の話になるんですけれども、民営化というのもこの

答申のどこかに入れるかどうかということを具体的に修正案でお出しいただ

くということもないわけではないんですけれども。ただあらかじめ申し上げて

おくと、諮問事項にないことであって、しかもなおかつかなり僕は政治マター

だとずっと申し上げておりますけれども。よろしいでしょうか。もしもよろし

ければ、限られた時間なんですけれども、預かり保育と公私の保護者格差是正

を中心にもう尐し皆さんの意見をお伺いしたいというふうに思うんでありま

すけれども。委員の話で言いますと、時間・空間・仲間が失われるということ

から言うと、２時の迎えの後の課題に対忚するのは幼稚園としての役割なんじ
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ゃないのという話。それに対して委員からはそれは保育園と同じだというよう

なかたちでご意見をいただいたわけでありますが、その他の方で。 

 

（委員） 

  委員の発言に関連してですが、確認ですが再編検討委員会ですので幼稚園数

を減らすということの議論を私たちはしておりますね。公立幼稚園のでは園児

数を増やそうと思っているのか、減らそうと思っているのかその辺の見解をお

聞きしたいです。 

 

（委員長） 

  誰に。 

 

（委員） 

  委員。 

 

（委員長） 

  答えられます。 

 

（委員） 

  それは増えてほしいです。 

 

（委員長） 

  なるほど。 

 

（委員） 

  それでいいでしょうか。 

 

（委員） 

  あくまで再編ですので、再編するということは幼稚園が減るというふうに私

たちは理解しております。あの手この手を使ってそれで園児数を増やしてやろ

うということはまかり通らない話でございます。 

 

（委員） 

すごい言われ方だなと思って聞きましたけれど、やはり保護者の方はいろん

なこの桑名市にある私立の幼稚園・保育園、公立の保育所・幼稚園というふう

にきちんと選択してみえると思うんですね。その中でやはり仕事をもって働い
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ている方というのは保育所・保育園で選択されると思います。公立の保育では

と思われて、私共は絶対私立の幼稚園の建学の精神に則った教育だと言われる

方はきちんと誰が何と言おうと選択してみえるので、そしてうちの子は公立の

方があっているんじゃないかと言われる方は公立に入れてみえる。その中で就

労を保障していくものではなくて、今２時までの保育の中で公立幼稚園を選ん

でくださった中の今の保護者の方、子どもを見ていて、やはり時間とか日数を

決められた中で支援していくのが私は公立幼稚園としての課題だと思ってい

るので。園数が減って園児数を増やそうですか。私は委員が言われたように、

そういうのじゃなくて、やはり今の幼稚園の保護者子どもを見てそう思ったの

で、増やすとか、それこそこれだけ公立一生懸命やっていてもそれで合わなか

ったら減っていくかもわかりません。それはわかりませんけれども、やはり今

公立を選んでくれている保護者にきちんと忚えていくのが公立の役目だと思

っていますし、行政だというふうに思います。 

 

（委員） 

ありがとうございます。答えにくい質問に、一生懸命答えていただいてあり

がとうございます。 

それを関連していきますと、その２番で保護者の負担の是正という項目が出

てきますので、同じように一生懸命やってますというのは、私立もおんなじよ

うに一生懸命保育をやっております。ぜひ、２番の保護者負担是正のそこのと

ころに置きまして、公立においても私立においても土俵をおんなじにしましょ

うねという議論で、公立の保育料を上げ、私立の保育料に対して補助をすると

いう議論をしていただきたいというふうに存じます。土俵を同じにするという

ことは、金銭的に同じにするということであります。 

 

（委員長） 

とはいえ、具体的な例えば預かりの場合には、教育の観点だし、就労支援で

はないということと、日数とか時間もかなり限定的にということは、前回から

かな、ちょっとそういう意見は出てたかと思うんですけれども、それはまた、

調整事項として出てくるだろうと思います。保育園さんのようにおそらく、５

時６時までやる話じゃないと教育部長もおっしゃっていたような気もしますけ

れども、どうでしょう、他にご意見は。 

 

（委員) 

私、民生委員児童委員をやっているんですけれども、地域の子どもとかお母

さんと出会う機会はすごくたくさんあるんですけれども、今、委員が言われま
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したように、おうちに２時に帰ってきては、やはり、下のお子さんの世話と、

また、両方帰ってきて、それはもう大変。たまには息抜きもしたい。預かりが

あるといいなというお声を私いろんなところへ出て若いお母さん方から聞く機

会がよくあるんです。用事のある時はお願いしたいなど、若いお母さんのお声

を聞いております。やはり子育ては、自分の思い通りにはいきませんので、今

の若いお母さん方にとっては、いろいろと、結構大変なんだなと思っておりま

す。 

私、ついつい先日なんですけれども、近所の方で、公立の幼稚園へ行ってみ

える方がみえるんです。その方がちょうど下のお子さんは、午前中みていらっ

しゃるみたいで、２時に帰ってきてから、今まで、どこかへ預けていらっしゃ

ったみたいなんですけれど、急にその預けるところがなくなったということで、

私の方に相談にみえまして、えっ、それ無くなったんですか、一度私役所の方

に聞いてみますと言って聞きましたら、やはり工事かなんかで、その、パチン

コ屋さんか何かの近くにあったみたいなんですけれども、突然それがなくなっ

たということで、どこも預けるところがなくなったんですけれどもどこかあり

ませんかということだったんです。 

それで、子ども家庭課の方へちょっと聞いてみようと思ったら、今、幼稚園

へ行っていて、未就園児の方ならどこでも預けられるんですけれども、幼稚園

に行って２時に帰ってきてから預けるところはないんです。今、２箇所あった

んですけれど、その１か所がなくなって、今、１箇所はあるそうなんですけれ

ども、ちょっとうちの近くからそこまでいくのが遠いものですから、ファミリ

ーサポートセンターというのがあるからそのあたりでちょっと相談してみてく

ださい、というようなお答えをいただいたんですけれども、料金の方がちょっ

と高いような感じで、なかなか預けられないんですけれどと言って、その後、

私、ちょっと聞いてないもんですから、ちょっと心配はしているんですけれど

も、という方もいらっしゃるんです。だからやはり、公立で、尐し預かってい

ただけたらなというのは思っております。 

 

（委員） 

委員のおっしゃっていただく意味はとってもよく分かりまして、それは、制

度として必要で整備されるべき事柄であると思います。 

ただ、それが公立の幼稚園の延長保育であることの必然性はないと思うんで

すね。私立の幼稚園もしくは保育所、保育園と呼ばれるところでも、その対忚

は可能であると思いますので、かつ、あるといいなあと今おっしゃっていただ

いて、大変そのとおりなんです。これは、傍聴のみなさんに対しても言いたい

し、今後この議事録を読んでいただくみなさんにも言いたいんですけれども、
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そしてかつ、政治的マターとおっしゃっていただきましたですね。このかい離

がすごいんです。この委員会は。経営的な問題を考えるみなさんと、教育のい

わゆる現場の子どもを大事にしたいというその思いがとってもかい離していて、

これがずっとこの委員会を混乱させている一番の基だと思いますね。 

ですから、そこのところは今後議事録を読んでいただくみなさんにも大いに汲

み取りをしていただいて読んでいただく必要があるというふうに思います。か

つ、あるといいなぁと思って発言を今していただいたんですけれども、ここも

あるといいなぁ、あそこもあるといいなぁ、いいなぁでできてしまうと、今、

いいなぁを３つ言いましたけれども、幼稚園３つくらい倒れました。いいなぁ

だけでは済まないというシステムの問題がございます。 

 

（教育部長） 

先ほど委員さんよりご指摘いただいたように、やはり、マネージメントの部

分とエデュケーションと言いますか、教育の部分が非常にあるんですが、これ

は、相容れないものではなくて、非常にこう両方とも大事な部分であるという

認識はしておるんですが、それで、今、議論になっております預かり保育とい

うことでございますけれど、これにつきましては、子どもの立場から見る見方

としましては、現在、幼稚園から帰った子どもたちが、遊ぶために日程調整を

しなければならない。例えば、親同士が携帯電話をして、今日あいてるという

ことで、その後、親さんが車で送っていくような光景も見受けられるし、逆に

やはり親さんたちの立場からいくと子育てに対して不安や孤立感があるという

のは事実かと思います。 

その中で、どうやって子どもと遊べばいいのかと考える親さんもありますし、

いわゆるゲームやビデオに傾倒してしまっているケースというのも多々あるわ

けでございまして、このような、子育ての家庭をとりまく状況の変化に対忚す

ることで、親と子がともに育つというような、そんな観点から、幼稚園におけ

る預かり保育というようなものも、推進されて、法的にも位置づけられており

まして、教育要領にも明記をされたという経緯があるわけですが、ただ、今ま

でおっしゃっていただいたように、やはり、二重行政ではないかということに

ついては、非常に私も懸念するところでありまして、これが、やはりひとつク

リアーできなければ、預かりについてはどうかなというふうに思うわけであり

ますが、それを考えますと、おのずと、預かり保育を実施するためには、いく

つかの配慮事項というのが必要ではないかなあということを考えるわけでござ

います。 

今、お話があったように、地域や家庭に帰って、本当は、子どもたちが群れ

て三つの間ですか。時間・空間・仲間という話がございましたが、本当はいろ
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んな時代の縦割りの子どもたちが群れて遊ぶような状況があれば、こうしたこ

とはないと思うんですが、それをある程度補てんするような形と考えますと、

その中身もですね、やはり限られてくるのではないかと思ってまして、地域の

行事に参加したり、公園へ行ったり、図書館へ行ったり、桑名で言いますと、

石取会館あたりに出向いたり、三八に買い物に行ったりというような、そんな

中身っていうんですかね、それから今ですと、通学路の話が、大分４月からな

っておりますので、道路の渡り方なんかのことも含めて、やはり学習するとい

うことも大事かなと思ってます。 

  ただ、一つ考えなければならないなあと思ってますのは、習い事のような特

定の技術等、あるいは、学力を修得するような目的の活動は、やはりこれはち

ょっとこの時代の子どもたちの心身の負担になることを考えますと、好ましく

はないなというふうに思うわけでございます。 

  そんな中で、親さんと子どもがともに育つという目的で預かりをやるならば、

必然的に、家庭における子育ての重要性、あるいは、親さんたちにもそのあた

りを十分理解していただくことが必要かと思いますので、もし、公立の幼稚園

で、預かりをやるならば、定期的に親が参加するようなケースも必要ではない

かと思うわけでございます。今、話がでていますように、やはり、私立の経営

ということもございますし、当然保育所がやっております早朝とか登園前の預

かりというのは考えることはできないと思いますし、やはり、時間的にも５時、

６時というまでの保育を実施するというのは、ちょっと、趣旨を逸脱するよう

なことも思っておりますし、私自身としては、例えば、夏季、冬季と言います

か、夏休みとか冬休みについても、これもやっぱり、この時間保育をしていく

というのは、尐しあれですので、日数の制限というのも当然必要になってくる

と。今まで出てますような、やはり、就労支援ということは保育に欠ける方た

ちのためにやっているわけでございますので、子育て支援という話でやってい

くならやはりそういった配慮事項というのをしっかり設けていくことが一面

大事かなと、そんな思いで聞かせてもらっていたところでございます。 

 

（委員長） 

６時７時間まで、こういうことは絶対にありえないということで、日数の制

限なんてものも、具体的に預かりをやるにしても、制限の中でやっていくとい

う話ですけれども、とはいえ、公立もそうですけれども、私立もそうですけれ

ども、ずっとご指摘があるように、どうしても幼稚園の方が預かりをやったら、

そっちに流れていくんではないかというようなご懸念としてあるわけですね。

二重行政というのはクリアすることができたとしても、実際、私学の経営とい

うところから言うと、あるいは、公立の保育所の立場から言ってもそれが懸念
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されることはあるのかなとも思うんですが、そのへんはどうなんですか。 

 

（委員） 

保育所では、保育所に入所できる方というのは、就労されてみえる方、あと

出産間近の方で、出産月を含めて５ヶ月、又、お家に病気の方がみえて看護を

してみえるとか、そういった形で保育に欠けるお子さんをお預かりさせていた

だいてます。 

  保育所で、５歳になられると、幼稚園に行こうか、保育所に残ろうかという

ので、迷われる保護者の方がみえますが、２時に帰ってくるということももち

ろんありますが、１番には夏休みとか冬休みが長くあるということで、お仕事

されてみえる保護者の方にとっては、長い休みということで、保育所に残られ

る方は結構多いのかなと思います。おばあちゃん、おじいちゃんがみえたらま

た違うという方もありますが・・・。 

  子育て支援という部分では、一時保育をやっておりまして、一時保育では、

就園されてみえる方は利用できません。又、赤ちゃんがみえて上の子の面倒が

みれないとかの理由で保育所には入れませんので、上の子の学校行事なので、

下の子を見てほしいとか、急に、病院にいかなくてはいけないということで、

一時保育でお預かりをしています。就園されてみえる方は利用できませんので、

幼稚園に通ってみえる方で、子育て支援ということで預かりをということにな

ると、本当に緊急な場合とか、預かってほしいという事もあるのかなと思いま

す。幼稚園の預かりは、毎日ではありませんので、幼稚園が預かりをするから

保育所から幼稚園に代わっていかれるかなといったら、多分そんなことはない

だろうと思います。今、ずっとお聞きしていて私立さんの方に影響があるとい

うことで、実際、どのくらい影響があるのかなというのは、分からない部分で

はあるのですが、今も出てましたように、時間の長さであったりとか、月に何

回利用できるのかとか、夏休みも何日ならオッケーなのかというあたりで、随

分そのへんで私立さんに影響がない程度の日数であったり、時間であったり、

お金であったりという部分も十分検討していただく必要はあるのかなという

ふうには思います。 

 

（委員長） 

どうでしょうか。 

 

（教育部長） 

今、保育所さんからそういうお話もありましたけれども、同じ土壌でという

お話も先ほどでておりました。そんなことも考えていきますと、今、現在、公
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立の幼稚園は保育料が５千５百円で、相当低いではないかというお話だと思い

ますし、それに、給食費や教材費を入れますと、園によって尐し違いはありま

すけれども、だいたい、１万から１万２千円くらいのお金をいただいていると

いうことでございますので、預かりをやりますと、これに、プラスアルファを

するということになると思いますので、先ほどお話も出てますように、料金設

定については、実施していきながら考えていくことになると思いますけれど、

私立さんがやっていただいているのと、非常にこう格差を生じないような料金

設定が重要になってくるかなということは、ひとつ私も考えさせていただかな

ければならないというふうに聞かせていただいておりました。 

  それから、当然、日数制限の話や夏季休業中の当たりも今申し上げたとおり

でございますが、定期的に親が参加していただくというようなことも含めまし

て、公立幼稚園で預かりをしたにしても、あまり、相当数の方がみえるという

ふうには私は、想定できないんじゃないかなと思っておりまして、希望される

方もそんな数はあまりないのではないかと思うわけでございます。 

 それと、仮にこの答申をいただいて、そのあと私どもとしては、実施計画に入

っていくことになりますが、今後、公立幼稚園のいくつかを廃園にするという

話になってくると思いますので、その中で、大きな目玉であります７年教育、

分団登園というこの大きな柱を、廃止するわけです。そうなると、かなり極端

な意味で、今の園児数が増えるかという話がありましたけれど、減るだろうな

ということも予測するとこでございまして、話にありましたように、原則、保

護者送迎であります。あるいは、定員も云々ということになってきますと、か

なり、地元への理解も得ていかなければならないということもありますので、

いろんなバランスの中でも調整を図っていかなければならないということが、

私も、眼前に見えてきますので、そんなことも含めながら、ちょっと総合的に

考えていっていただけないかなということも、一方では思っているような次第

であります。 

 預かりをやってどれだけのものになるのかというのも、非常に不安なとこも

ありますし、あくまでも、私立さんと共存していく中でということは、大前提

でございますので、そんな不安やら思いを尐し感じているところでございます。 

 

（委員） 

公立幼稚園に子どもを預けている保護者の方が、なぜ公立幼稚園を選んだの

か、あまり意味のないアンケートだということも言われたんですが、かつてア

ンケートをとったことがあります。その中で、小学校との接続であるとか、分

団登園があるから公立幼稚園を選んでいるんだという保護者の方の大変数が多

かったというふうに記憶しています。 
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もしも、これがなくなったら、なくなるわけですよね。１１園にするという段

階で。もう、これで、その魅力というかその理由がなくなってしまうので、あ

の今委員さんもおっしゃっていらっしゃいましたけれども、公立幼稚園に本当

に人が集まるのかということは、大変疑問に思っていますし、そもそもこの再

編というのは、社会性を育むために集団の確保をいかに図るのかということが

大きなねらいであったはずなんですが、その公立幼稚園に通わせているおうち

の方のその理由に当たる部分がなくなったとしたら、いかにこちら側がねらい

を持って再編をしたとしても、その目的が達せられるのかというと、かなり難

しいのかなと個人的には感じています。 

これは、市民の感情的な部分も入ってくるのですが、やはり、先ほど言われ

たような時間であるとか、回数であるとかいうような配慮とか制限事項はあっ

たとしても、制度として預かり保育は残しておくべきではないかと、保護者の

ニーズにこういう形で忚えられますよというような部分は残しておくべきなん

ではないか、そして、中身云々については検討していかなければならないと思

うんですが、そういうふうに感じています。 

 

（委員） 

私も、同じ意見なんですけれども、今、２４園ある園を１１あるいは５に減

らすということは、すごく大きなことです。それで、今と同じ園をそのまま５

園なり１１園残すというと、本当に、今も言われましたが、おにいちゃんやお

ねえちゃんと一緒に通える、あるいは地元の幼稚園だからやりたいという親は、

多くあると思うんですね。それがなくなってしまうということは、委員さん言

われましたが、今より人数を増やしたいんですかという質問があったんですが、

とてもそれどころじゃなくて、すごく減ってしまうんじゃないかと私は思って

おります。それで、この再編を機に、前、要望書が出ているところもあったと

ちらっとお聞きしたんですけれども、再編を機に、やっぱり、預かりを全部で

なくても、部分的になるのかそのへんはちょっと分からないんですが、是非、

それはやらせていただきたいなと思っております。 

 

（委員長） 

どうでしょう、その、時間的にはかなり限界に近づいているんですが。はい

どうぞ。 

 

（委員） 

先ほどらい、預かり保育を実施しても、それほど集まらないという意見が出

ておりますけれども、であるならば、最初から定員を６６０とか言わずに、も
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っと積極的に減らしていただけたらと思います。受け入れ体制だけ整えて、集

まらないよ。私立さんにはあんまり影響ありませんよと言われても、われわれ

としては、なかなか納得のいくものではありません。 

  それから、預かり保育のメリットについて、委員、それから他の委員からも

話がありました。私も全く否定するつもりはありません。ただ、４時間の中で

できること、４時間の保育時間の中でできることもあるのではないかなという

ふうに思います。 

  また、前回の委員会から、総合こども園から認定こども園の拡充ということ

で、国の方が大きく変わったわけですけれども、その中に、自助、共助、公助

という言葉が出てまいりました。今までの総合こども園については、公助の部

分が強調されておったのですが、自助という言葉が出てきました。保護者の方

の要望、預かり保育の要望が強いのは、われわれも十分承知しておりますけれ

ども、やはり、その、預かり保育を実施することによって、保護者の教育力の

低下につながりかねない危うさもあるということは確かだろうと思っていま

す。 

私立幼稚園の園長、理事長の中にも、預かり保育には、良い面もあるけれど

も、一方で保護者の教育力の低下につながりかねないという部分で私立幼稚園

としては、実際どうなんだという意見が多いです。実際、私立幼稚園やってい

るじゃないかという話だと思いますけれども、預かり保育をせずにがんばって

みえる幼稚園もあるのですが、多くの私立幼稚園はやっています。なぜやるか

というと、私立幼稚園は生き残っていかないといけない事情がありますので実

施しているというのが正直なところだと思います。 

公立幼稚園が預かり保育をして、メリット・デメリットあると思うんですけ

れども、やはり、保育料のこれだけの格差があって、低負担で高サービスを実

施されてしまうと、確実に私立幼稚園の経営に影響を及ぼす、それは間違いあ

りませんので、預かり保育については賛成できないというのが私どもの考えで

す。 

 

（委員長） 

一忚みなさんからご意見をいただいたかと思っています。で、就労支援では

ないよね、時間とか日数とか春とか夏の休みも限定するよね、それで、ただそ

ういう形でも預かり保育を入れていきたいというのは、これは一つには、先ほ

どお話もございましたけれども、２４園から１１園かあるいは５園にしていく

という時に、委員さんの言い方で言えば、公立はそもそもいらないんだからと

いう話にもなるかもしれませんけれども、２４園を１１園に集団の確保のため

にしていくということで言うと、やっぱり、地域の保護者の方であるとか、そ
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ういう方々に納得いただかないかんというところからも、預かり保育というの

をきわめて限定した形で入れていきたいというご意見もあったというようなこ

とになるかと思います。あさってまでに、どういう形で今の議論を文案として

まとめていくのか、すごく難しいかもしれませんけれども、一度改めて、これ

を文案ベースで今までの話の中で議論していきたいと思います。 

もちろん、民業圧迫なんだという強い反対もあるということを十分考慮しな

がら、それから、今日、改めて要望書もいただいていることも含めて、文案の

レベルでまた、議論をさせていただきたいと思います。で、すみません。限ら

れた時間ですけれども、３０分ほどの時間で、公私の保護者負担是正について、

これだけは、議論したいというふうに思います。 

では、資料の方の説明を簡単にできますですか。 

 

（再編推進室主幹） 

  はい。失礼いたします。本日お渡ししました、「類似団体の状況」をごらん

下さい。1番上の左からですが、人口と面積と職員数（市全体）幼稚園数、公

立、私立、合計、そして公立幼稚園保育料、一番右が私立幼稚園保護者に対す

る保育料補助ということで一覧表にさせていただきました。一番下を見ていた

だきますと平均と書いてございますが、こちらはそれぞれの項目の平均を出し

たというものでございます。 

また右上に戻っていただいて、保護者に対する保育料の補助ですが、これに

ついては国の制度である就園奨励費、これはすべての市が行っておりますので、

それ以外で保護者対象になされている補助金というものがあげてあります。 

大きくくりますと、例えば半田市を見ていただきますと、就園奨励費対象外

の世帯で２人目以上同時に就園させている場合、２人目以降に補助ということ

で就園奨励費には所得制限がございますので、それに該当しない保護者に対し

て、２人目あるいは、園児全員に１人年額いくらという補助をしているという

ところ、それから就園奨励費とは関係なく全園児、あるいは生活保護世帯等の

方に限って１人年額いくらという補助をしているという形、それから入園料と

いうのが私立にはございますので、入園料の補助ということで、1人 1回いく

らという補助、大きく言いますとその３つぐらいの形の補助がなされていると

いう状況でございました。 

  １３番１４番の佐野市、それから東京都の青梅市ですがここには（県の制度）

（都の制度）と書いてありますが、これは、県や都からの補助があって市で実

施しているという意味で書かせていただきました。中身の内容は以上でござい

ます。 
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（委員長） 

はい。この資料について何かご質問ございますでしょうか。はいどうぞ。 

 

（委員） 

私が要望させていただきまして資料を作成していきました。 

ただ、これ内部資料になっておりますけれども、前回経費については、各自治

体にこういう委員会に使うからというので調査したので経費が入っている部分

を公表するわけにいかないということでしたので、経費の部分はのぞいてくだ

さいと。 

 そして、資料としてはきちんと番号を付して出してくださいという話をさせ

ていただいたわけですけれども、これ内部資料になっていますけれども、これ

で都合がわるいところはどこにあるのでしょうか。 

 

（再編推進室主幹） 

言い忘れまして申し訳ありません。他市の方に、類似団体の方に、今こうい

う形で資料として出させていただくことの了解は得たのですけれども、インタ

－ネット等にあげるということについては、今ちょっと聞いている最中と言い

ますか「いいよ」と言っていただいたところもあるのですが、全部からまだ返

事がまだ返ってきておりませんので、今日のところは内部資料ということで出

させていただきましたので、その点ご了解をいただきたいと思います。 

 

（委員） 

すいません。この私立幼稚園保護者に対する保育料補助という部分だと思い

ますが、これは公になっている部分ですので、わざわざ確認をする必要はない

のではないかと。あるいは幼稚園数についても公立・私立の園数は明確ですの

で、それほど伏せる必要がどこにあるのかというふうに思いますが、どこに問

題があると考えてみえるのでしょうか。 

 

（委員長）  

どうでしょう 

 

（再編推進室主幹） 

お返事をいただくことになっておりますので、１９日にはきちっとした形で

お返事、こちらにお返事をさせていただきたいと思っておりますのでよろしく

お願いいたします。 
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（委員長） 

ちょっとそこまで待っていただけますかね。 

 

（委員） 

先ほど委員長からも、資料は全部公表していきたいという話がございました

けれども、事務局側に都合のいい資料は積極的に公表していただいてですね、

例えば、私立幼稚園と公立幼稚園の教員の給与格差についても以前、私提出さ

せていただきましたけれども、それについても内部資料になっている。都合の

悪い所だけ内部資料になって、都合のいい所だけ公開していくということはぜ

ひやめていただきたいなと思います。 

私立幼稚園保護者に対する保育料補助について、類似団体ではないのですが、

一つ紹介させていただきたい自治体がございます。前回の委員会の日に、中日

新聞で掲載された記事をみなさんご覧になったでしょうか。実は、東京都江戸

川区の出生率が非常に高いという記事が、前回の委員会の日に載っておりまし

た。 

その理由の一つとして、子育て世代重視の区の独自策が出生率の高さに表れ

ているということであります。江戸川区は出生率が１．３７で全国平均にする

とそれほど高くはないのですが、東京都２３区の１．０８と比べて約０．３％

高い区であります。 

それはなぜかというと、様々な施策があるんですが、その一つに私立幼稚園

通園児保護者への補助という事で月額、２万６千円の補助が出されています。

月々、２万６千円の補助金が出されています。 

話を聞くところによると私立幼稚園に通いたい保護者が積極的に江戸川区に

移って来る。そして、安心して子どもを産むという所だそうです。類似団体で

今、資料を出していただいたわけですけれども、こういった子育てに力を入れ

ていきますよといった所もございますので、こういったところも、ぜひ参考に

していただいてご議論していただきたいと思います。事務局としてもこういっ

た資料を出していただいて、それを参考に公私格差是正の議論をしていただけ

たらと思っております。 

 

（委員長） 

では、さっそく議論をしていきたいと思いますけれども、保護者負担の是正、

公私の保護者負担の是正についてでいきますと、先ほどからご指摘いただいて

ます、第１回検討委員会から何度もご発言があった部分でありまして、今の江

戸川区の話も含めて資料も様々な形で私立のみな様からご提出をいただきま

した。 
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現状では公立と私立で保育料が違いますよ。それから投入されている税金に

差があるということを受けまして、再編で削減されたお金を、保護者負担是正

にあてていきたいね。そのことによって教育の機会均等が図られていくではな

いのかというご意見が何度もされていたし、そういうことを答申の中でどうい

うふうに書けるのかというのが、多分大きな議論になると思うんですけれど、

その点について、保護者の負担是正という所で、尐しご意見をいただければ   

いかがでしょうか。 

 

（委員） 

私立と公立の共存については、非常に抽象的でちょっと私どもとしては不満 

足な内容であります。公私の保護者負担是正についても、できるだけ具体的に

書いていただきたいと思っております。 

その中で、ぜひ書いていただきたいのは、資料１３－１で公立幼稚園の園児 

一人当たりの経費、それから私立幼稚園の一人あたりの経費が出されています。 

公立幼稚園の一人あたりの経費は６８万９千円で、保護者負担は約１割、つま

り約９割は公費としてまかなわれています。一方、私立幼稚園では５１万７千

円で約６割を保護者が負担しています。今回の再編により大きな経費削減が見

込まれるわけでございますけれども、その浮いた財源は積極的に保護者負担格

差の是正、そして私立幼稚園の経営安定、これは地方自治体の義務でもありま

すので、私立幼稚園教育の振興に、あるいは私立保育園の振興にあてられます

ようにしっかりと明記していただきたいと思っております。以上です 

 

（委員長） 

他にいかがでしょうか はいどうぞ。 

 

（委員） 

すいません。あのこの事、今までも私言わしてもらったと思うんですが再編

で削減されたお金、それはぜひ私立、公立問わず、幼児教育という部分で使っ

ていただけるとありがたいなと思っております。それがたとえば公私保護者負

担の是正であっても、あるいは仮に５園となったらやっぱり規模的にもいまの

所では対忚できないということでしたら施設を建てる部分にまわしていただ

くとか、公立私立問わずに幼児教育という部分で使っていただけると嬉しいな

と思っています。 

 

（委員長） 

はい。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。はいどうぞ。 
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（委員） 

話を戻すようで悪いんですが、今の余ったお金というか財源の話なんですけ

ども実際に今まで話はしてきておるんですけども果たして本当に今の例えば１

１園、定員６６０この数字の中で、さあ財源がどれだけ浮くのかなとちょっと

疑問に思うんですよ。今の委員さんも言われたところ、実際今までの話の中か

らいくと、さほど財源って浮くのかなと一つ思って疑問です。 

 やはりそういう部分があれば、もっときちんとした議論じゃないんだけれど 

もこないだでもお話があったように単独園化することによって園長が１人、主

任が１人、養護教諭、担任、そしてまた戻るのですがバスを走らせたらバスの

運転手もいります。また、それに対して経費がいるやないかと試算してくる中

で果たしてどれだけ浮くのかなっていう。だから今回の再編によってパッと見

はすごく浮くように見えるような話なんだけども、本当は実際はいくら浮くの

かなと。僕らの私立が言っている５園案の中であれば確かに浮くなという理解

はしているんだけれども、１１園案の中で、果たしてそれってどれだけ余るの、

僕そんなに余らなくてかえって、またごめんなさい答申案に戻っちゃいますが、

案の中身のような事がまず現実となれば今よりも多い費用が捻出されるのでは

ないのかなと僕は感じるんですけれども。 

 

（委員長） 

  試算はしていただいておりますけれども、統合することによって尐なくとも

経費のある程度の削減になるとは思っているんですけどね。現状維持、例えば、

バスのことをよくおっしゃってますけれども、原則保護者送迎でしょ。だから

１１園になって１１園が全部バス走らせて、私立の幼稚園と対等に勝負するよ

うな話には絶対にならないですよね。これ。 

 

（委員） 

いやいやそんなふうには思っていないです。ただ、文面の中で読む限りそう

いう今委員長が言われたようなことは、委員長さんの意見なのかもわからない

けれども答申の中で、さあどういう風になるのというと、我々はわかんないで

す。正直。 

だから、はっきり限定して書いてもらうのならいいんですけど、意見があり

ましたとかの書き方だと今のごめんなさい。バスにこだわっているのではなく

て、そうやって考えていったら果たして今の人件費もろもろからいって、さあ

どうなるのって。減ることによって、しかも定員が６６０、６４５でしたっけ。

６６０一緒の人数を抱えるわけなんですよね。そして先生の数も減ったか減ら

ないかっていうと若干は減っています。  
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だけどそれによって例えば独立園化することによって園長が誕生するわけ

なんですよね。今、学校の校長先生が兼ねておれば月額うん万円ですよね。

それが園長さんになれば、うん十万円になりますよね。そういうことも細か

く見ていくならば、僕は、さほど効果というのは今の段階の話の中でという

か、案の中でのとか、いろいろ考えるとさほど私立の方へお金を補してくだ

さい。格差是正をしようよというところまでのお金を果たして捻出できるの

かなというふうに非常に疑問には思います。 

ただ、試算をきっちりしたわけじゃないですから だけどもパッと見の話 

からいくとそんなに変わるのかな、そんなになるのかな、だから５園であれ 

ば確かになるよねというふうに思えるんですけど。そのへんで５園であれば

例えば新しい建物を建てる話も確かにしました。でも１１園の中であればど

うなのかな。数だけ増えて職員数のことやいろいろ考えると果たしてどれだ

け浮いてどうなるのという、逆にきっちりした試算を出してほしいなと。も

しこういう話になってこればね。というところですけど、はい。 

 

（委員長） 

１１園では保護者負担是正までは至らないのではないかという懸念もいま 

示されています。ただ、答申には１１園と５園の両論併記することにいたし

ておりますので、ちょっとそれを保護者負担是正の場合、確実な今後に向け

て財政的なものがどれくらい浮くのかという試算がなかなかできるか、今す

ぐできると思っていませんけれども、尐なくとも例えば僕だったら答申の文

面としては１１園だと保護者負担の是正まで至らないんじゃないかと懸念さ

れる声があるけれども、尐なくとも１１園にせよ、５園にせよ再編において、

年度でどんどん浮き始める費用については、先ほどのお話でいうと、桑名の

公私問わずの幼児教育の振興のために使ってくださいという書き方はしてお

かないとまずいなと、それをしておかないと色のついたお金じゃありません

からおそらく他の所に回るのでしょうね。というふうには思っています。 

どうぞ、はい。 

 

（委員） 

公立幼稚園の所にお金をつぎ込むことについては私は別に反対はしません。 

ただ、公立と私立の格差をまず是正してから公立幼稚園にまわしていただく。

例えば先ほどの教員の給与のお話がありましたけれども、公立幼稚園の先生

方が必ずしも給料が高いと思っておりませんけれども、私立幼稚園の教諭は

非常に厳しい環境の中におかれている。 

こういった是正をしてから、公立幼稚園の方にまわしていただきたい。例
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えば私立幼稚園も施設が古くなってきています。隣の四日市市は建て替えを

すると１千８百万の補助が最大出されます。こういった制度もぜひ検討いた

だきたいと思いますし、先ほど申し上げた運営費、教員の人件費を含む運営

費補助、そして一番真っ先にくるのが保護者の保育料負担の格差、これを是

正して、それでも財源が浮いてくるんだったら積極的に公立、私立を問わず

お金をつぎ込んでいただきたいなと思っております 

 

（委員） 

書いてあることと違うことを言うので、あれなんですが、保護者負担是正

についての話、これは１個いいんですわ。ただ前の会議ではないんでしょう

が、今まで、われわれの中でも言った、例えば職員についての是正という話

もあったようには思うんですが、要は委員が言われたように決して高いとい

う部分ではなくて、やはり、われわれとしては私立と公立の職員格差によっ

てもいろんなことが起こるよねという話が過去にあったと思うんですけど、

この辺というのは保護者の負担是正、これも１個ですけど職員に対しての部

分というのもあったように思うんですが、これは消えちゃったんですかね。 

 

（委員長） 

消えちゃったというよりも、何度も申し上げるんですけど、基本的に諮問

事項の中でこの事項でいきましょうね。その他の中で保護者負担の是正につ

いては取り上げましょうね、ということでずっと置いてあります。その中で

職員の費用の部分というのは、確かに意見の中でありましたけど、その他の

中で盛込みましょうという時には、確かに意見はありましたけれどもそこで

は盛り込んでいません。  

はい。だったら職員の人件費補助についてという項目ということでしょう

か。 

 

（委員） 

全体的な意味で、是正というのは、保護者負担については言ったんですけ 

ど全体を含めた是正という言い方を過去しとったという気がせんでもないん

ですけれど。ふっと思い出したように言って申し訳ないんですけれども。そ

ういうのもあるのかなとは思ったんで。 

 

（委員） 

すいません。ちょっといいですか。諮問事項というのは諮問されたことだ

けに関してになるのか、それか、われわれ委員として出てきておる者が意見
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として、諮問通りでないといけないということであれば、われわれが言って

おるものはだいぶ尐ないわけなんです。それ以外の所で一番最初の、この会

が始まるときに言ってたように、ものすごく諮問自体にもかなり問題がある

ような感じがしたわけなんですね。それをずっと引きずってきて、その答え

を出す出すといってきているけど、もっと他に言いたいことがあって、今の

こういうような部分に関してもね。そういう所が意見として反映されていか

ない。そういう所がわれわれも会議に出ておって、なんだという感じになっ

てきておるわけなんで、いかに取り込んでいけるかということを考えていた

だいて、ぜひ私の思いというものをもっと出せていけるような諮問を作って

いただきたい答えをね。 

 

（委員長） 

  具体的に、答申文案のところで、今の私学の職員のみなさんの人件費補助と

いうものも、メニューの中にあっていいんじゃないかという書き方をするのか

どうかということだと思いますけれども。 

 

（委員） 

  格差は、人件費だけの格差と違って、もっといろいろと。 

 

（委員） 

  先ほどのことについては、私としては、私立と公立の共存についての中に盛

り込んでいただきたいというふうに思います。 

  人件費補助でもいいんですが、経常費のかなりの部分が人件費でございます

ので、経常費補助という形で盛り込んでいただけたらというふうに思っていま

す。 

以前にも、ここの委員会で述べさせていただいたんですけれど、今、非常に

先行き不透明な世の中で、公立幼稚園あるいは公立保育所の教員人気というも

のは、年々高まってはおるんですけれど、反面、私立幼稚園あるいは私立保育

園の教員というのは、非常に希望者が減ってきておりまして、それは、やはり、

将来的な不安によるところが非常に大きいんだろうと思ってます。 

総合こども園から認定こども園に変る時に、新聞に消費税アップ分の７千億、

そのうちの数千億が私立幼稚園、私立保育園の人件費補助に回るかのような記

事を見たんですけれども、どうも回ってこないようですので、是非、そういっ

た私立が今後も発展していく中で、人材の確保というのは非常に重要なことで

すので、私立と公立の共存のところで公立の先生と同じような待遇が私立幼稚

園あるいは保育園の教員も得られるような制度を考えてもらえるような書き
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方をぜひしていただきたいと思います。 

 

（委員長） 

それ自体は、尐し考えたいというふうに思いますけれども、これも、何度も

申し上げたかと思いますけれども、今、私がおります私立の大学、特に大学は、

私学助成によって、私たちの人件費も半額国庫補助であります。 

その結果何が起こっているかというと、文部科学省が、直接指導はしません。

財政的なコントロールを私学助成を使って、じゃあこういうふうに教育しなさ

いよとか、教育時間をこれくらい延長しなさいよ。そうしないと、私学助成を

減らしますよと、今コントロールを受けています。 

その意味で言うと、私自身は、私学が、今、まさに、建学の精神というのは、

私学助成で、ある意味全国どこでも同じような大学になりつつあるというのは

確かだ。 

今、幼稚園から大学までの間で、最も、夏休みの始まりが遅いのが大学であ 

ります。本学でも、８月の４日まで試験です。なぜその時期までやらなければ

いけないかというと、１５プラスワンの授業数を確保しなさい。確保しなけれ

ば私学助成を減らします。今、国立大学は全部独立法人化されましたから、国

立大学の場合には、それをやらなければ交付金を減らしますという形でコント

ロールされます。ですから、今、もうどこの大学もおんなじ授業時間数。それ

やらないとお金減らされるから。 

だから、私自身は、もちろんそれになれきっていますので、分かりかしたと

いわざるを得ないですけれど、それによって、おそらく、私学と国立大学の違

いというものは、今、明らかになくなりつつあるというふうに思ってましてね。 

出来れば、私は、独自性というものと、人件費、運営に対する補助というもの

は、多分、独自性を差し出すことになるんじゃないのかなというのを、今の私

学にいる者として若干懸念するのが実際であります。あくまで、個人的な意見

ですけれど。ごめんなさい。ちょっと、思わず言ってしまいましたが。 

  どうぞ、公私の保護者の負担是正について何かご意見がございましたらぜひ

この際であります、後５分くらいはそれの時間に充てたいと思いますので。施

設の有効活用についてはこれはあまりないのかなと思いますが。どうでしょう

何かありますか。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

  委員長の補助で最後終わってしまいますので。人件費を補助していただいた

からといって、私立が行政機関にコントロールされるというのは私はないとい

うふうに思っております。大学について言えば、大学と幼稚園と非常によく似
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ておって、私立大学全体の補助が東大１校の額より低いという非常に厳しい中

に私立大学は置かれているわけですけれども、私立幼稚園もやはり公費に支出

が他の学校に比べて非常に低いと。例えば私立の高等学校で言えば一人あたり

３２、３万いただいているわけですけれども、私立幼稚園はその半分です。そ

れが私立高校と私立幼稚園の人件費の格差に、もろにつながっているというこ

とでございます。私立高等学校はどうかと言うと、必ずしも先ほど委員長さん

が懸念されているような行政が全てコントロールしているような状況ではご

ざいません。ですので、積極的にそういった懸念をせず、助成していただけれ

ばと思います。 

 

（委員長） 

  そうであればいいなと思うんでありますけれども。 

 

（委員） 

  格差というのは給料だけではなくて、例えば公立の方の研修に行ったりしま

すね。私立はだいたいきちきちのところで先生を配置しておるんですわ。余裕

がないという感じで。なかなか休みも有給も取りづらいという感じで、その中

で努力をしておる経営をやっておると。まあ公立の研修で見せてもらうと先生

いっぱいおるという感じでやっておると。先生がたくさんおればそれなりにい

ろんな子どもに対する接し方、接する部分ということも非常に多いし、先生が

ようけおったら、子どもたちにいろんなことをやっていけるのになと。先生が

何を学んだかも聞くんですけれども、一番印象に残ってくるのは、まあそうい

うところなんですね。そういうところに格差がかなりあるんじゃないかなとそ

ういうことを感じますね。ただ給料だけじゃなくて。そういう感じでね感じて

います。人数的な感じでも違いがあると。それに運営費として入ってくる部分

がどれだけあるかないか、持ち出しというかね、違いによってそういうのがあ

るんじゃないかなと思います。 

 

（委員長） 

  非常に限られた時間でありますけれど、保護者の負担是正についての今まで

の議論で言いますと、そのお金の使い道というのはかなり政治マターの話だと

思います。その時にこの委員会として、尐なくとも再編によって浮いたお金を、

先ほど申し上げましたけれども、桑名でこれから教育を受ける、あるいは保育

を受ける子たちのために公私を問わない子どものために使ってくださいよと

いうふうに書いておくことはまず基本だろうというふうに思います。そうやっ

て、言ってみれば政治マターですけれども、政治のみなさんにこういうふうに
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私たちは考えましたという表現はしなければならないというふうに思ってい

ます。公私格差の是正ということで具体的にどこにターゲットを置くのかとい

うことで言いますと、運営費の補助の話であるとかいろいろな、あるいは確か

に委員から言いましたように江戸川区のようにまさに施策として月３万近く

補助しちゃうというようなこともまさに子をもった親を呼び寄せようという

ことから言えばそのような大胆な施策もしなければいけないのかもしれませ

んけれども、現状ではここでご意見いただいていますように、そこをどこまで

書くのかということを言うと、やはり保護者の負担の是正の話とか、それから

研修であるとか、運営の補助というのはどこまで書けるのかというところはあ

りますが、またそれもご意見いただきながら、次回、中１日でありますけれど、

文案をベースで次回検討していきたいと思います。 

  最後に済みません、施設の有効活用の部分について、再編で使わなくなる施

設というのはどうしても出てくる。それについてもここでちゃんと使い方につ

いて意見を言っておいてほしいねというのがありましたので、できれば、もち

ろんベースはここで議論するまでなく廃園になった後の園舎については、保護

者とか地域の方々に喜んでいただけるようなそんな活用策を考えてください

という書き方になるんだろうというふうに思いますが。それから僕は変な話で

すけれど売却という話もありうる。定住対策として売却というのも私はあると

思っていますけれども。例えばこんな活用方策がありますよということで、尐

しご意見をいただければ、ぜひ限られた時間ですけれども、お願いしたいと思

うんですが。 

 

（委員） 

  うちの学校も働いている親さんが多くて、学校を終えてから学童保育に行く

子がたくさんおります。それが一つの分団ぐらいの人数、２ヶ所ですが、学童

へ帰って行きます。それでうちの学校の近くに学童保育所があってとても古い

んです。ものすごい古い施設で、そこの方と去年の夏休み話をしていた時に、

学校の中に学童があるとすごくありがたいんだと。それは親さんもそうですし、

私たちも終わってすぐに学童まで、私たちの目が行き届くところへ送れるとい

うそういうこともあって、学童として使うというのはすごく地域にも喜ばれる

と思います。 

 

（委員長） 

  ちょっと所管担当部長として。 

 

（保健福祉部長） 
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  保健福祉部長ですけども、学童の担当をさせていただいて、これは総合計画

の中で小学校区に学童保育所と放課後子ども教室を最低限１ヶ所ずつ作って

いきましょうということで、現在学童１９箇所ありますが、学校の敷地をお借

りできているのは１ヶ所だけなんですよね。これはもっと重点的に開放してい

っていただきたいというのが担当所管、担当部長としては考えています。それ

以外の方法としてから宅老所、これも１０箇所ほど地区社協にご面倒をおかけ

しているわけでありますけれども、そこらへんが活動していただいて、１０箇

所中４箇所が学校施設を使わせていただいています。やはり第一義的に学童な

いし放課後こども教室への開放、それと宅老所については十分検討していただ

きたいというのは所管としての考えです。以上です。 

 

（委員） 

  今、言おうとしていたことが保健福祉部長から言われまして、要は地域では

宅老所を作りたいなという話がありまして。今桑名市全体では地区社協が１８

箇所設置されておるうち、宅老所が１０箇所設置されておりまして、そのうち

４箇所が小学校の施設を利用させてもらっているとか、まだまだ、そういった

宅老所の需要も多いし。例えば休園となっている大和地区も、スポーツ関係の

施設で使っていただいていると思いますが、要は地域の要望に沿った使い方を、

ぜひお願いしたいと思います。 

 

（委員長） 

  他にいかがでしょう。 

 

（委員） 

  今までの発言とずいぶん重なる部分があるんですけれど、勤務している地域

というのは、非常に地域の方が学校に対して熱心に関わってくださっていると

ころです。ですので、今ちょうど城東は休園状態ですので、一忚園舎は空いて

いるというか、通常は使っていない状況です。地域のお年寄りが集う場になる

と、そこで学校とも交流できるし、地域の方同士の交流もできると。そういう

拠点として使われるといいうのは、学校教育にとっても非常にありがたい。何

かあったら相談したりとか、子どもたちにいろいろ教えてもらったりというこ

とで、非常に意義のあることではないかなと思うので、学童保育についても私

も大変気になる部分でありますけれども、そういうコミュニティの拠点として

使えると非常に学校としてはありがたいというふうに思っています。 

 

（委員長） 
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  具体的にはそういったコミュニティのための様々な施設に積極的に転用し

ていくべきだというのが一つ方向性としてはあるのかなと思っています。残り

時間１分ということですが。 

 

（委員） 

  幼稚園の施設の有効活用についてですけれども、この人口減尐の中、財政も

非常に厳しい中ですね、各自治体施設の更新費用が非常に負担になっていると

聞いています。必要であるならば有効に活用されればいいと思うんですが、施

設を使わなければならないから何か考えましょうということはぜひないよう

にしていただきたいと思います。 

 

（委員長） 

  そうですね。実際のところ耐震性に問題があるとかそういう話というのも中

にはないわけではない。そういう時には変な話だけれども、更地にしてしまう

という選択肢は私は残念ながらありうるだろうというふうには思っています。

ただ、地域の方々にできるだけ活用していただけるような施設として園舎とし

ては活用していくのはあるのだろうと思っています。 

 

（教育部長） 

  幼稚園は耐震は全部できています。 

 

（委員長） 

  幼稚園は大丈夫なんですね。半になっています。以上残された項目について

の荒々のご意見をいただいたということにいたしまして、次回、文案の検討に

入っていきたいと思います。文案の検討につきましては、既に修正案というか

たちで、先ほどお配りしましたけれどもたくさんいただいています。１９日に

具体的なこの修正文としてご提案いただきまして、具体的にはどういう文章に

したらいいかということを尐しご議論を、修正文としてご提案いただくという

ことでお願いしたいと思います。修正文案として書いていただいた部分もある

んですけれども、だいたい文章として作っていただいているかなという気もし

ますけれども、ご意見というよりはむしろ、先ほどの通園方法についてという

ことで言うと、原則を守るところで明記をということで３人の委員からご意見

いただいていますけれど、だとするとそれは具体的にどういう文案になるのか

をということを具体的に提案いただいて、次には修正文にこういうふうに書き

ましょうか、ということで議論をしていければなというふう思っています。ど

うかひとつよろしくお願いをいたします。 
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  明後日、旧図書館で午後３時半からさせていただきます。明日明後日という

ことで恐縮ですけれども、お集まりいただきたいと思いますし、それから委員

からもご指摘をいただいておりますけれども、今台風が若干、真北に行くんだ

ろうと思いますけれども、奄美地方に暴風圏ということも出ておりまして、も

しも台風等、地震も起きてはいけませんが、台風等で暴風警報が出そうな状況

であれば、当然のことながらみなさん方子どものいろんなことで責任をもって

みえる方々なので、委員会を流すという決断は早めにしなければいけないと思

います。基本的に北勢地域に暴風警報が出たらという状況なら幼稚園や保育園

はどうなんでしたっけ。 

いずれにせよ子どもの安全を第一に行動していただければと思っています。

そうならないことをここまできたら祈るのみですが。 

 

（教育部長） 

  一点ちょっと訂正を。先ほど幼稚園の耐震はできてますという話ですが、今

年の夏で完成ということで。 

 

（委員長） 

  時間も若干、３分ほど過ぎています、以上で終わらせていただきます。また

明後日もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

１７時３３分終了 

 

 以上会議の顛末を録し、ここに署名する。 

                委員長 

 

 

 


